
次回、本誌の6月号においては、いよいよ国
の「健康経営優良法人認定制度」についてご案
内します。

１．「いばらき健康経営推進事業所認定制度」について	
茨城県では『県民が日本一幸せな県』の実現
に向けて、県民の健康寿命日本一を目指す「い
ばらき健康寿命日本一プロジェクト」に取り組
んでおり、その一環として生まれたのが「いば
らき健康経営推進事業所認定制度（以下「県制
度」）」です。
茨城県では現在、働く世代のメタボリックシン
ドローム該当者の割合が全国平均と比較して高い
という健康課題を抱えています。そこで県は、従
業員の健康に配慮した取り組みを実施している企
業を「いばらき健康経営推進事業所」として認定
することで、働く世代の健康増進を促しています。
県制度は2018年からスタートし、2023年2月1
日現在、260団体が認定されています。
全国健康保険協会茨城支部（以下「協会けん
ぽ」）は、県制度が始まった2018年度に茨城県
と「健康経営の推進に関する連携協定」を締結
し、県制度の企画・推進において、茨城県と連
携して取り組んでいます。
協会けんぽ加入事業所においては、本誌の3月
号で紹介した協会けんぽの「健康づくり推進事業
所認定制度（以下「協会制度」）」の認定を受ける
ことが県制度への申請の前提条件となっています
が、協会けんぽでは、協会制度の認定を受ける際
に提出するチェックシートの内容を県制度の認定
要件とほぼ同じにすることや、県制度の申請窓口
を協会けんぽとすること（協会けんぽ加入事業所
のみ）などにより、県制度へステップアップしや
すいようにサポートしています。
県制度は例年6月頃に申請期間が始まります
が、協会制度は申請期間を限定しておりません
ので、協会制度の認定を受けていない方は、県
制度への申請も見据え、まずは協会制度の認定
に向けて取り組んでみてはいかがでしょうか。

２．県制度の認定を受けた事業者のメリット	
県制度の認定を受けることによるメリットと
しては、次のようなものがあげられます。

「健康経営Ⓡ」に関する認定制度について
－	その２	茨城県の認定制度	－

全国健康保険協会（協会けんぽ）茨城支部

健康経営のすすめ
（第３回）

※「健康経営Ⓡ」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

  
いばらき健康経営推進事業所ロゴマーク

①求人におけるメリット
・ハローワークの求人票に県制度の認定企業であ
ることを記載することができます（求人票作成
時に認定者の方が記入する必要があります）。

・茨城県が主催する就職面接会などへの参加企
業を選定する際に優遇されます。

②事業資金融資面におけるメリット
・県内金融機関（筑波銀行・常陽銀行・茨城県
信用組合・水戸信用金庫）で用意している、
県制度の認定事業者向けの金利優遇プランを
利用することができます（プランの詳細は各
金融機関にお問合せください）。

③外部への企業紹介におけるメリット
・県制度の認定を受けた事業所は、認定者一覧
として茨城県のホームページに公開されます。
また、認定事業所のなかでも特に優れた取り
組みについては、事例紹介としてホームペー
ジ上に公開され、優良企業としての印象を広
くＰＲできます。

・県制度のロゴマークを使用することができ、名
刺やホームページ等に記載することで、健康
経営に取り組んでいる企業であることをＰＲ
できます。

④入札参加におけるメリット（2022 年度から）
・茨城県建設工事入札参加資格審査において、加
点項目として取り扱われます。
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参考資料：茨城県ホームページ「いばらき健康経営推進事業所認定制度」

※上記は 2022 年度の内容です。2023 年度の詳細は 6月頃公表される予定です。

※上記は 2022 年度の内容です。2023 年度の詳細は 6月頃公表される予定です。
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